
事業計画

第６期

第７期

第８期

事業期間

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

保険料月額

５，３５８円

５，７５０円

５，７５０円

総給付費

約２８億円（実績）

約２８億円（実績）

約２７．６億円（実績）

約２７億円（実績）

約２９億円（実績）

約３０．９億円（推計値）

約３１億円（推計値）

約３２億円（推計値）

約３２．５億円（推計値）

２９ Kami

【総給付費と介護保険料の推移】

低所得の施設入所者の負担限度額
が変わります（令和３年８月より）

　施設サービスについては、施設の種類

および要介護度ごとに介護費用が定めら

れており、利用額は介護・看護職員等の

人員配置によって施設ごとに異なります。

低所得の方の施設利用が困難とならない

ように、申請により居住費・食費は負担

限度額を超えた分は介護保険から給付さ

れます。

　所得段階の第２段階の方は食費の負担

額が増えます。第３段階の方が細分化さ

れます。

高額介護サービス費の限度額が変わ
ります（令和３年８月より）

　介護サービスを利用する場合にお支払

いいただく利用者負担額には月々の上限

額が設定されています。１カ月に支払っ

た利用者負担額が上限を超えたときは、

高額介護（予防）サービス費として超え

た分が払い戻されます。
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２８Kami

　第８期計画(令和３～５年度)の介護保険料については、後期高齢者人口や要支援・要介護認

定者の増加に伴い、総給付費も増加する見込みとなっていますが、第1号被保険者の負担割合

(２３％)が７期計画から据え置きされたことに加え、介護保険に係る準備基金の取り崩しを行

い、基準月額を５，７５０円で据え置きすることとなりました。

※年額保険料＝基準月額×１２カ月×負担割合

※第１段階の（　）内の数字は、軽減前の負担割合と年額保険料です。

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

負担割合

(０．５０)

０．３０

(０．７０)

０．４５

(０．８０)

０．７５

０．８５

１．００

１．１５

１．３０

１．５５

１．８０

保険料

(３４，５００円)

２０，７００円

(４８，３００円)

３１，１００円

(５５，２００円)

５１，８００円

５８，７００円

６９，０００円

７９，４００円

８９，７００円

１０７，０００円

１２４，２００円

対象者の内容

●生活保護受給者
●老齢福祉年金受給者で住民税世帯
　非課税
●住民税世帯非課税
　課税年金収入額＋合計所得金額

８０万円以下

●住民税世帯非課税
　課税年金収入額＋合計所得金額

８０万円を超え１２０万円以下

●住民税世帯非課税
　課税年金収入額＋合計所得金額

１２０万円を超える

●住民税世帯課税で本人が住民税非課税
　課税年金収入額＋合計所得金額

８０万円以下

●住民税世帯課税で本人が住民税非課税
　課税年金収入額＋合計所得金額

８０万円を超える

●本人が住民税課税
（合計所得１２０万円未満）

●本人が住民税課税
（合計所得１２０万円以上２１０万円未満）

●本人が住民税課税
（合計所得２１０万円以上３２０万円未満）

●本人が住民税課税
（合計所得３２０万円以上）

所得段階ごとの介護保険料（年額）

令和３（２０２１）年度～令和５（2023）年度の介護保険料は

月額5,7５0円（据え置き）

低所得者の保険料が軽減されます 基準所得金額が変更になりました

　第１～３段階の保険料については、

国・県・市の公費による軽減が行われる

ことから、実質の負担割合は基準額の

０．３０、０．４５、０．７５となります。

　国の制度改正により、第７段階と第８

段階の境となる、合計所得金額が、２００

万円から２１０万円に、第８段階と第９段

階の境となる合計所得金額が、３００万円

から３２０万円に変更になりました。

※ＳＤＧｓ：『Sustainable Development 

Goals（持続可能な開発目標）』の略称

で、２０１５年９月に国連で開かれたサ

ミットの中で、世界のリーダーによっ

て決められた、国際社会共通の目標。

　国連加盟１９３カ国が２０１６年から

２０３０年の１５年間で達成するために、

１７の目標と具体的な１６９のターゲッ

トが掲げられています。


